2026年2月6日

奈良県文化会館公共施設等運営事業　JNOとの対話について

「奈良県文化会館公共施設等運営事業」の募集要項５．（４）⑤に記載のJNOとの対話につきまして、本資料のとおり実施しますので、以下の内容を御理解の上、御協力を賜りますようお願いいたします。

1. 本資料の位置づけ
本資料は、JNOとの対話（以下「対話」という。）にかかる実施方法及び留意点を示すものであり、守秘義務対象資料の一部を構成します。
本資料で使用する用語の意義については、別段の定めがない限り、実施契約書（案）又は募集要項に定めるところによります。

2. JNOとの対話の実施
（1） 目的
1 JNOとの対話の目的は、要求水準書の運営業務「JNOとの音楽活動の充実、音楽活動を通じた交流の促進、文化振興関連施設の活用促進に関する業務」を実施するにあたり、対話を通じ、応募者の理解を深めるとともに共通認識を形成し、応募者が提案を行う上での公平な条件設定を確保することです。
2 「JNOとの対話における質問及び回答」の作成により県及びJNO、参加資格確認を通過した者（JNOとの対話に参加していない応募者も含む）で認識を共有します。

（2） 実施方法
1 JNOとの対話は、応募者とJNOとの間で対話を行い、要求水準書等の内容をもとに、応募者がJNOに確認したい内容（例：公演の取り組み方、公演にあたっての要望等）の確認及び必要に応じ、「JNOとの対話における質問及び回答」の作成による認識の共有を行います。
2 JNOとの対話の実施期間は、2026年3月17日（火）から2026年3月19日（木）までとします。ただし、県が必要と判断した場合には、実施期間を変更する場合があります。
3 [bookmark: _Hlk220942927][bookmark: _Hlk220574746]JNOとの対話への参加者（応募企業又は応募グループでの申込とすること。また、使用する応募企業名又は応募グループ名は参加表明書及び資格審査に必要な書類と同様のものを使用すること）は、「JNOとの対話参加申込書」【様式10-①】及び「JNOとの対話事前質問書」【様式10-②】に記載し、2026年2月27日（金）正午までに、本資料末尾記載の「メール送信先」の奈良県地域創造部文化振興課（以下「文化振興課」という。）に電子メールにて提出してください。ただし、事前質問は最大30件までとします。
4 JNOとの対話の実施日については、下記の日程としますので、第三希望まで選択して2026年2月27日（金）正午までに文化振興課へメールにてご連絡ください。なお、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
＜JNOとの対話に関する候補日程＞
	
	午前
（10:00～11:30）
	午後①
（13:00～14:30）
	午後②
（15:00～16:30）

	3月17日（火）
	
	
	

	3月18日（水）
	
	
	

	3月19日（木）
	
	
	



5 上記【様式10-①】及び【様式10-②】を受領後、JNOとの対話の実施日について、2026年3月3日（火）頃を目途に文化振興課から電子メールにて連絡します。
6 JNOとの対話の事前質問の中に、質問内容又は質問内容の一部が開示された場合にJNOとの対話への参加者自身の権利、競争上の地位、その他正当な利益が害されるおそれのある内容が含まれる時は、【様式10-②】の「非開示希望」の欄に「〇」を記載してください。
7 JNOとの対話への参加者は、JNOとの対話の出席者を[別紙１]に記載し、対話実施日の３営業日前までに、文化振興課に電子メールにて提出してください。
8 JNOとの対話は応募企業又は応募グループにつき1コマまでとします。事前質問の件数にかかわらず、時間の延長は一切行いません。
9 実施場所については、下記のとおりです。
会場：奈良春日野国際フォーラム甍（別館会議室６）
住所：奈良県奈良市春日野町101
http://www.i-ra-ka.jp/riyou/about/

（3） JNOとの対話における質問及び回答
1 [bookmark: _Hlk220942764]JNOとの対話への参加者は、JNOとの対話の実施後３営業日以内に、[別紙２]の様式により「JNOとの対話における質問及び回答」（案）を作成し、文化振興課まで電子メールにて提出してください。県は、提出された「JNOとの対話における質問及び回答」（案）について必要に応じて修正及び調整を行った上で、2026年4月15日（水）頃までに最終記録として確定する予定です。
2 「JNOとの対話における質問及び回答」（案）の中に、質問内容又は質問内容の一部が開示された場合にJNOとの対話への参加者自身の権利、競争上の地位、その他正当な利益が害されるおそれのある内容が含まれる時は、[別紙２]の「非開示希望」の欄に「〇」を記載してください。
3 「JNOとの対話における質問及び回答」（案）[別紙２]の提出時に「非開示」の取扱いを希望した質問内容（２．(３)．②参照）について、県が必要と判断する場合には、他の参加資格確認を通過した者に対して開示することがあります。ただし、JNOとの対話への参加者が「非開示」の取扱いを希望したにもかかわらず、県が他の参加資格確認を通過した者に開示すると判断した質問内容については、当該質問内容を取り下げることも可能としますが、その場合は、JNOとの対話で回答した内容は無効として取り扱います。
4 JNOとの対話への参加者との間で作成した「JNOとの対話における質問及び回答」は、非開示箇所を除き、最終記録として確定した後、参加資格確認を通過した者に開示する予定です。

（4） JNOとの対話の留意点
1 資格審査の結果により、参加資格を有さないことが明らかになった場合は、JNOとの対話に参加することはできません。事前に「JNOとの対話参加申込書」【様式10-①】、「JNOとの対話事前質問書」【様式10-②】及び「JNOとの対話への出席者名簿」[別紙１]を提出していた場合は無効とします。
2 JNOとの対話への参加者は第二次被開示者を含め、原則として最大１５名まで出席させることができます。
3 JNOとの対話の当日における質問ごとの時間配分及び優先順序は、原則としてJNOとの対話への参加者において定めることができます。
4 JNOとの対話は日本語で実施します。また、JNOへ提案内容をプレゼンテーションすることは禁止とします。
5 JNOとの対話には必要と判断した資料等一式を持ち込むことができますが、当該資料等の提出は認められず、提案審査における評価の対象とはなりません。
6 JNOとの対話での発言は拘束力を有しませんが、JNOとの対話の内容は奈良県文化会館公共施設等運営事業守秘義務の遵守に関する誓約書に定める秘密情報に該当します。
7 JNOとの対話への参加者とJNOの間でそれぞれ内容を確認した「JNOとの対話における質問及び回答」は、実施契約締結時に契約関係当事者を拘束するものとします。
8 「JNOとの対話における質問及び回答」の作成のためのJNOとの対話への参加者による録音は可とします。
※録音データについては、守秘義務対象資料の一部を構成します。取扱いに留意してください。

3. メール送信先（[別紙１]～[別紙２]の提出先）
奈良県地域創造部文化振興課
メールアドレス：bunkas@office.pref.nara.lg.jp  

以　上

[bookmark: _Toc410309087][bookmark: _Toc464580721]
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別紙1　
JNOとの対話への出席者名簿
　　年　　月　　日
奈良県知事 山下　真　様
			       応募グループ名（応募グループの場合のみ）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
応募企業又は代表企業の商号又は名称：　　　　　　　　　　　
所在地：　　　　　　　　　　

	実施日
	2026年　月　日

	時間帯
	午前　・　午後①　・　午後②
　　(※該当するコマを丸で囲んでください)



	No.
	氏名
	所属企業名
	所属部署名

	例
	●●●●
	●●株式会社
	●●部

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	



※不要な欄は適宜削除してください。
※当日は本人確認ができる顔写真付きの書類（運転免許証、社員証等）及び所属確認ができる書類（社員証、名刺等）をお持ちください。これらの書類の提示がない場合は、参加することができません。




別紙2　
年　　月　　日
※様式に関しては、県から後日別途提供されるエクセルの様式を使用のこと。

JNOとの対話における質問及び回答（案）


	応募企業又は応募グループ名
	


応募企業又は応募グループの代表企業
	商号又は名称
	　

	住　　所
	　

	部　　署
	　

	提出者氏名
	　

	連絡先
	電話番号
	

	
	ＦＡＸ
	

	
	メールアドレス
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※ 行の高さ以外の書式は変更しないでください。

※ 質問間の相互参照は行わないでください。

※ 本様式はMicrosoft EXCEL形式で提出してください。

※ 行は、該当ページの最上部から数えたものを記入してください。表、改行は含めないでください。

　 図や表に対する質問は、該当図表のタイトルと番号を記入してください。

※ 行が不足する場合は適宜追加してください。

※ それぞれの資料ごとに当該個所の順に記入してください。

No 資料名

該当箇所

タイトル 質問

※ 質問は、セル１行につき１問としてください。１行に、複数の質問が記載されていることのないようにしてください。

※ ある１つの箇所を対象に複数の質問を行う場合には、各々別の行に記載してください。

※ 該当箇所の記入に当たっては、数値、記号は半角文字で記入してください。

非開示

希望

回答


